
注）　１事業者の評価に要する時間は、概ねの目安として4ヶ月。

第13条

第14条

福祉サービス第三者評価業務のプロセス

・評価調査者の合議による評
価結果のまとめ（報告書の作
成）

・利用者1名あたり1時間以内

推進委員会への評価結果の報告（様式
8、様式9、様式11の提出）

※申し込み内容に応じて実施

・審査委員会の承認を得て、
県社協会長が評価結果決
定。

第12条

第12条

・全ての評価結果は審査委員
会の承認が必要

第12条

評価調査者全員の合議による取りまとめ

第12条
様式5

・事業所のフェードバックに向
けた資料の整理・準備

・合議の内容を踏まえて報告
書（案）を修正・完成

・評価結果の報告にむけて資
料の整理と準備

評価調査者合議による調査報告書・提言事項の作成

約2週間

調査者による事前資料の確認

訪問調査の日程等調整

訪問調査の実施

訪問調査の振り返り

第11条

優れた点、改善点、迷った点等の共有

調査報告書の作成
第12条
様式4

評価調査者 ２ 名以上の派遣

第4条
様式１

第5条
様式２

第7条
様式3

第8条

第18条

実施要綱

評価のプロセス

第7条

利用者等調査への協力

評価機関 評価機関の業務内容

・利用者調査の分析とまとめ

・訪問調査に向けた評価調査
者間の事前打合せ

・利用者調査時の面接による
ヒアリング調査

第11条

平川市社協への自己評価報告書（様式３）の提出
・利用者調査及び職員調査の
結果、自己評価等の読込み

評価対象となるサービス事業者

事前打ち合わせ・調査

日程調整、職員への説明、
利用者・家族への調査に関する同意

実施方法の検討・決定

説明者の派遣

利用者調査票の作成利用者（本人・家族）への説明

評価結果の公表

平川市社協による

自己評価等
の分析

訪問調査当日

受審事業者による調査報告書（様式４）
の確認及び意見の有無（様式６）の提出

平川市社協会長による評価結果の決定

事業者内部における評価
結果の検討

平川市社協への調査報告書（様式４）の提出

平川市社協による調査結果の確認・修正等
事業所へ調査結果報告書（様式４・修正後）
及び改善に向けた提言事項（様式5）の送付

評価調査者による個別作業

・事前調整･確認

・経営層による自己評価の集
計

自己評価の実施

事業評価（職員による自己評価）

経営層による取りまとめ・分析

・依頼文等の準備、事業者へ
の調査票等の送付

自己評価・利用者調査の準備

実施方法の検討・提案・見積書提示 ・契約内容の確認

・評価内容・手順・スケジュー
ルの確認等

評価終了

・評価機関における公表

・訪問調査計画の送付と日程
調整

・原則として1日
・10：00～16：00を基本とする

・訪問調査の終了後（できれ
ば当日）の確認

・調査のまとめ、評点、コメント
案の作成

評価結果の公表

・全体を通しての調整業務等

推進委員会

・ＷＡＭＮＥＴホームページ
・平川市社協ホームページ
・平川市社協事務所内掲示

・職員による自己評価の集計

<<　集計・分析の終了　>>

利用者調査結果の集計・分析

・利用者調査の集計と資料作
成

利用者等調査結果の確認

自己評価表等事前資料の確認

職員自己評価の集計
管理者へのフィードバック

受審申込

調査票への
記入依頼

利用者等調査の実施

利用者等調査の実施

受審募集・申込受付受審申込

契　　約

利用者調査
の実施

事業評価
（自己評価）

訪問調査2ヶ月前

改善計画作成等の日常業
務へのフィードバック

利用者、職員等関係者に
報告

・可能な範囲で報告書の加
除・訂正

評価の結果（様式８）に関する
評価審査委員会による審査・承認

事業所からの意見で専門的な
見地からの意見が必要な場
合

審査委員会による
回答

・青森県福祉サービス第三者
評価推進委員会への報告

・推進委員会は推進委員会
ホームページへ公開

※検討中

評価結果の通知
事業者へ公表同意書（様式9）

証明書（様式10）の発行

準
備
・
契
約

評
価
の
実
施

評
価
結
果
の
ま
と
め
･
公
表

業務実施時期

申込契約時期

訪問調査1ヶ月前

訪問調査終了後
2ヶ月以内

評価結果
のまとめ

契約の説明

事務局による可能な範囲での修
正


